
令和５年度関西学生男子月例大会    

    

⚫ 主催    関西学生ゴルフ連盟    

⚫ 日時    2023 年 11 月 21 日    

⚫ 使用コース 奈良柳生カントリー倶楽部   

住所  奈良県奈良市大柳生町 4800     電話番号 0742-93-0789   

    

1. ゴルフ規則    

JGA（ルール 2019 年度以降のもの）、関西学生ゴルフ連盟規約・競技規定  

本競技ローカル・ルールを適用する    

    

2. プレーの条件    

(1) 1 日 18 ホール・ストロークプレーとする 。 （合計ストローク数が相等しき

場合 IN の マッチング、更に相等しき場合は IN コースのカウントバックに

よって決定する。)   

(2) KSGU 競技規定及び失格ペナルティー規定使用   

(3) 使用ティー     黒ティー使用    

(4) ノータッチ    

(5) OB は全て打ち直し   

   

3. 出場資格   

月例ポイント上位 60 名の選手  

    

4. 取得権利    

上位 3 名の選手は、次年度関西学生男子連盟杯本戦のシード権を得る。   

上位 4~5 位までの選手は、次年度関西学生男子連盟杯予選のシード権を得る。  

上位者が 4 年生であった場合、出場資格の繰り下げを行う。   

   

5. 競技終了    

    本大会は、競技担当の成績発表がなされた時点をもって終了とする    



    

6. キャディー    

    正規のラウンド中、競技者のキャディー使用を禁ずる。    この条件の違反は『ゴルフ

規則Ｉ（c）２』を適用する。   

    

7. 参加申込  所定の参加申込書に必要事項を記入の上、エントリー費振込明細書をつけ

て関西学生ゴルフ連盟に提出すること   非課税用紙は当日持参すること。  

    

8. 申込締切日    

    2023 年 11 月 11 日（土）15 時必着    

    ※正当な理由なく申込期限に遅れた場合、原則として本大会の出場を認めない    

    

9. 個人情報に関する同意内容    

本大会競技申込書により、当連盟が取得する個人情報は、次の目的のみ利用する    

(1) 本大会の参加資格の審査    

(2) 本大会の開催及び運営に関する義務これには、大会の開催に際し、大会

関係者(報道関係者を含む) に対する参加者の氏名、生年月日、所属(学

校名、学年) 並びに大会の競技結果の公表を含む   

(3) この申込書による参加者の個人情報と、その選手における競技結果の記

録の保存、並びに大会終了時において必要に応じ、そのうち上記(2)記

載の公表事項の適宜の方法による公表。尚、申込書を提出した時点で、

個人情報に関して同意したこととみなす。   

   

10. 参加料金等    

    金額    支払日    支払い方法    

エントリー費     5000 円   11 月 11 日   関西学生ゴルフ連

盟に振り込み   

プレー費     8630 円（昼食付き）    各日支払い   当日支払い    



※エントリー振込先 三菱東京 UFJ 銀行 大阪西支店（店番号 545）普通 口座番号 0628062 

大学コード DH3M 大学名 主将名     

    

11. 集合時間    

    トップスタート 7 時 20 分  エントリーの人数によって前後する。      試合日は

スタート時間 10 分前になりましたら 1 番 10 番にて集合をかけます。   

（無断欠席者は関西学生ゴルフ連盟規約 25 条第１項①に違反したものはとし第  

2 項③を適用し６ヶ月の出場停止とする。）   

   ※受付の際に選手全員検温をするため、各自受付に来ること。   

   

12. 開会式       なし   

   

13. 閉会式     

     プレー終了後、掲示板にて場所と時刻を提示する。   

   

14. ギャラリー   

    コース内立ち入り禁止（打球事故の際、責任を取れないため）     

1 番 10 番のティーショット、9 番 18 番のグリーンのみ観戦可   

   

15. 服装・頭髪    

    服装・頭髪は関西学生ゴルフ連盟規約に依る    

※ 服装違反者は厳重注意とし、その日は天候にかかわらずレインウェアを着用

してラウ ンドさせる。頭髪は練習ラウンド、本選にかかわらずスタート時間ま

でに黒彩を購入し染めてからラウンドに臨むこと    

※頭髪違反者は関西学生ゴルフ連盟規約第 25 条第 1 項①に違反したものとし第  

2 項①を適用し本大会を出場停止とする    

   

16. スロープレーの撲滅対策として    

(ア) PAR3 のホールに於いて後続組が先行組（全員の球がグリーンに乗っていない）

に追いついた場合、先行組はグリーン上の球をマーク後拾い上げ、後続組のティ

ーショットを打たせること    



(イ) ハーフ 2 時間 10 分以上、又は最終ホール時、先行組と 15 分以上離れた場合、理

由なく先行組と 1、ホール以上離れた場合、1 度目は警告、2 度目は 2 打罰、3 度

目は競技失格とする 。   

(ウ) 特定の個人による明らかな遅延と競技委員が判断した場合 1 度目は警告、警告さ

れた選手は 1 ストローク 1 分以内でプレーしなければならない。その時間を超過

した場合 2 打罰を課す 。   

(エ) タイムパーを採用するタイムパーは前半 9 ホールのみ 2 時間 10 分で作成する時

間を計測するのは 3 箇所とする。そのドロー全員に 1 度目は警告、2 度目は 2 打

罰、3 度目は競技失格とする 。   

   

17. 練習場   

場所      

打球練習   使用不可   

練習グリーン   使用可   

アプローチ・バンカー   使用不可   

    

18. 試合 注意事項    

(1) ゴミは各自で持って帰ること    

(2) 車は奥から止めること 。ただし、屋根付きの所には停めないこと   

(3) ゴルフ場の敷地内は全面禁煙とする。（車内外問わず）これの違反を発見し

た場合、本競技失格・本連盟主催競技を６カ月間出場停止とする。    

(4) 学生ゴルファーとして自覚ある行動をとること    

(5) ルールが不明な場合 2 ボールプレーをしてその旨をアテスト時に大会担当に

報告すること    

(6) アテスト後は学連の指示に従うこと    

   

19. 練習ラウンド    

       令和 ５年  11 月  16 日、17 日 

（無断欠席者は関西学生ゴルフ連盟規約 25 条第１項①に違反したものはとし第  



2 項③を適用し６ヶ月の出場停止とする。）   

    

 競技担当 矢船智也 080-8528－0096 副

担当 丸山 由貴  090-5658-2635 競技

委員長 田村 幸太郎  

  

関西学生ゴルフ連盟   


